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（１）生活再建状況

２

10/17 R2/2/20 6/19 10/23 R3/2/22 9/30 R4/2/28

本再建済 880 943 978 989 1,004 1,020 1,026

本再建の目途が
立っている

71 42 39 40 35 37 32

本再建未定 118 84 52 40 30 12 11

合 計 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069

本再建未定率 11.0％ 7.9％ 4.4％ 3.7％ 2.8％ 1.1％ 1.0％

【本再建の推移】

※1,069世帯：調査対象者
⇒り災証明が半壊以上の世帯（９８９）、応急仮設住宅入居世帯（７３）、長期避難世帯（７）

理 由 世帯数

本再建済

新築、購入、自宅修繕により自宅居住 ７７6

公営住宅、民間賃貸住宅、親族宅に居住 ２１７

高齢者のみの世帯で介護施設等に居住 ３３

計 １，０２6

本再建の目途が
立っている

新築、購入、自宅修繕中 ３2

計 ３2

本再建未定
本再建について再建方法が未定 １1

計 １1

【本再建の内訳】

（単位：世帯）

（令和4年2月28日現在）



３

【地区別再建状況】 （単位：世帯）（令和４年２月末現在）

A

B

C

D

C／D

B／C

A／C

被 災 地 区

再建先 松末 杷木 久喜宮 志波 朝倉 高木 三奈木 蜷城 福田 立石 甘木 秋月 総計

松末 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

杷木 28 78 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 122

久喜宮 7 2 88 4 0 0 0 0 0 0 0 0 101

志波 3 2 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 30

朝倉 4 1 3 3 250 4 1 2 0 0 0 0 268

高木 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38

三奈木 1 0 0 0 2 14 28 0 0 0 0 0 45

金川 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7

蜷城 0 0 0 0 1 0 0 134 0 0 0 0 135

福田 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 7

立石 18 3 4 2 9 13 0 2 0 3 0 0 54

馬田 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6

甘木 1 1 4 1 5 7 0 1 0 0 12 0 32

秋月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

上秋月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

市内小計 111 90 110 41 271 84 30 141 1 3 12 1 895

市外 32 18 22 9 7 13 1 10 0 2 0 0 114

県外 5 1 2 1 5 2 0 1 0 0 0 0 17

再建済総計 148 109 134 51 283 99 31 152 1 5 12 1 1,026

被災家屋数 162 118 142 54 290 101 31 152 1 5 12 1 1,069

再建率 91.4% 92.4% 94.4% 94.4% 97.6% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.0%

市内再建率 75.0% 82.6% 82.1% 80.4% 95.8% 84.8% 96.8% 92.8% 100.0% 60.0% 100.0% 100.0% 87.2%

コミュニティ
再建率

31.8% 71.6% 65.7% 47.1% 88.3% 38.4% 90.3% 88.2% 100.0% 60.0% 100.0% 100.0% 68.6%



①地域支え合いセンター

４

（単位：世帯）

※再建準備住宅・・・仮設供与期限終了後、仮住宅として入居している民間賃貸住宅等をいう。

（２）生活再建支援

建設型
仮設住宅

借上型
仮設住宅

公営住宅
自力みなし
仮設住宅

在宅
災害公営
住宅

再建準備
住宅※

計

令和元年 ６月 ８３ ２０８ ２５ ３０ ２６６ ー ー ６１２

令和２年 １月 ー １ ー １９ １６１ ６３ ７３ ３１７

令和２年１０月 ー ー ー １３ ６１ ４７ ５０ １７１

令和３年 ３月 ー ー ー ６ ２４ ２１ ２９ ８０

令和３年 ９月 ー ー ー ４ １９ １８ ２６ ６７

令和４年 ２月 ー ー ー ２ １０ １９ ２１ ５２

・開 設 日：平成３０年２月１日
・設置場所：朝倉市役所本庁3階復興推進室、杷木支所内
・対象世帯：センター開設時 建設型仮設住宅、借上型仮設住宅、公営住宅、自力みなし仮設住宅、半壊以上の被災世帯（朝倉市外の住宅に居住している

被災世帯も対象）
・事業内容：訪問等による見守り・生活状況の確認、行政機関や福祉サービスへのつなぎ
・取組状況：個々の被災者に合った支援を実施するため、地域支え合いセンターと復興推進室による個別ケース検討会議を実施し、定期見守りや支援区分に

応じた支援を実施。

・居住形態別見守り対象世帯数の推移

（月末時点）



・法適用日：平成２９年７月５日

・支援内容：住宅が全壊、大規模半壊した世帯、住宅が半壊しやむを得ず解体した世帯、長期避難世帯に対し、被害程度に応じた基礎支援金

及び再建方法に応じた加算支援金を支給。

基礎支援金（※全壊・解体１００万円、長期避難１００万円、大規模半壊５０万円）

加算支援金（※建設・購入２００万円、補修１００万円、賃借５０万円）

※単数世帯は上記金額の３／４

・申請締切：基礎支援金は、令和３年８月４日（終了）

加算支援金は、令和４年８月４日

５

【基礎支援金】

全壊 大規模半壊 解体 長期避難 計

令和2年1月末 ２３５ ４７ １２８ ３１ ４４１

令和３年３月末 ２３５ ４７ １３９ ３１ ４５２

令和３年８月末 ２３５ ４７ １３９ ３１ ４５２

建設・購入 補修 賃借 計

令和2年1月末 １７４ ４４ ６５ ２８３

令和３年３月末 ２０２ ４８ ５６ ３０６

令和３年９月末 ２１７ ４８ ５３ ３１８

令和４年２月末 ２１８ ４８ ５３ ３１９

【加算支援金】

（単位：件）

（単位：件）

・支給件数

②被災者生活再建支援金

（終了）



６

【認定世帯と本再建状況（R4.2.28現在）】 （単位：世帯）

③長期避難世帯認定

認定解除
（Ｒ3.12.1解除）

小計

認定解除（Ｒ2.4.21解除）

小計 合計

乙 石 黒 松 中 村 石 詰 小河内 疣 目

認定世帯数
（H30年10月時点）

12 15 27 16 16 17 15 64 91

本再建済 11 14 25 13 14 13 14 54 79

(うち、市内再建) 6 13 19 ９ 10 12 13 44 63

再建の目途が立って
いる

1 0 1 3 2 3 1 9 10

再建未定 0 1 1 0 0 1 ０ 1 2

長期避難世帯認定解除について

・令和２年４月２１日、６地区のうち４地区の認定が解除された。

・令和３年１２月１日、残り２地区の認定が解除された。



７

年 度 市受入金額 県からの配分額 受入総額

H２９ １,１４９,４３２,２２６ ２,８０６,４０６,９９７ ３,９５５,８３９,２２３

H３０ １０３,３８７,０９１ ５２２,８２７,０９８ ６２６,２１４,１８９

H３１ ４２,７２２,６７６ ５５,５８４,２０５ ９８,３０６,８８１

Ｒ２ ４,８５１,０３０ ー ４,８５１,０３０

R ３(２月末) ２,０８０,２７１ ９５,６６２,３４７ ９７,７４２,６１８

合 計 １,３０２,４７３,２９４ ３,４８０,４８０,６４７ ４,７８２,９５３,９４１

・受入義援金総額

④義援金
〇義援金の受付

（令和４年２月末現在）（単位：円）

金額 率

受入総額（Ａ） ４,７８２,９５３,９４１

配分決定額（Ｂ） ４,７８２,３７０,７３９ ９９.９％（Ｂ/Ａ）

配分支給額（Ｃ） ４,５２６,５７７,５８８ ９４.６％（Ｃ/Ｂ）

（令和4年2月末現在）（単位：円）

・受付概要：市受入は、市窓口及び口座振り込みによるもの。県受入は、県窓口及び福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部受付によるもの。

〇義援金の配分

・配分決定額：義援金配分委員会において被災者および被災
地域に配分基準を決定した金額（現在、第11次配分まで決
定）

・配分支給額：配分基準に従い、被災者からの申請に対し支
給した金額



８

・災害発災から３年が経つ令和２年７月以降は、災害に関わらず一般の方も入居可能となっている。

団地名 建設場所 構造・階数 戸数 入居世帯数 入居人数
６０歳以上
のみの世帯

杷木 杷木林田 RC造３階建 ５０戸 ４４（３２）世帯 ７７（５０）人 ２９世帯

柿添 頓田 RC造３階建 ３０戸 ３０（２６）世帯 ５１（４６）人 ２２世帯

⑤公営住宅の整備

〇災害公営住宅 （令和4年1月末現在）

〇定住促進住宅整備事業 池の迫団地

・事業概要：松末地域に新たな住宅団地の整備を行い、松末地域に移住定住を希望する世帯に対して、定住促進住宅を提供する。

・入居対象者：７世帯

①平成29年7月九州北部豪雨災害による被災者

②市内の土砂災害警戒区域等からの移住者

③子育て世帯、又は若年夫婦世帯

・事業の流れ：令和３年度に7区画造成、合わせて入居者を募集し、現在２棟建築中。

（ ）内は被災により入居している者



（３）農地・農業用施設の復旧（ため池は除く）

９

・実施状況：次の通り実施

（単位：箇所）

※箇所数については査定箇所数、廃工は除く

※１ 前回比△５は、廃工による減
※２ 前回比△４は、廃工による減

・土砂が流入した平野部農地１１工区（１８４ｈａ）の工事は全て完了済。

実施機関 事業 箇 所 着手済 着手率 完了 完了率

県（朝倉農林事務
所）

農地
８

（８）
６

（６）
７５％

（７５％）
５

（５）
６３％

（６３％）

農業用施設
１０

（１０）
２

（２）
２０％

（２０％）
２

（２）
２０％

（２０％）

朝倉市（農地等・
林道災害対策室）

農地
３８３

（３８８）
３３７

（３３２）
８８％

（８６％）
２９９

（２１７）
７８％

（５６％）

農業用施設
２６７

（２７１）
２２７

（２２１）
８５％

（８０％）
１７７
（８９）

６６％
（３３％）

【原形復旧】

※（ ）内はR３.1月末現在数値

※1

R4.1月末現在

R4.1月末現在
※2

R4.1月末現在

R4.1月末現在



（４）農地・農業用施設の復旧（区画整理型農地改良復旧事業）

10

・実施状況：次の通り実施
事 業 全体計画 着手済 着手率

農地改良復旧事業
９河川 １５地区

（１９換地区）２１工区
１９工区

（１０工区）
９０％

（４６％）

【改良復旧】

【区画整理型復旧地区】

R4.1月末現在

・河川沿い農地については、９河川・１５地区（１９換地区）の約
２０９㏊において、区画整理型の農地改良復旧事業を計画。

・２１工区のうち１９工区、右図の【 】内地区は着手済み。

・今後行う事業実施地区については、関係権利者をはじめ河川・砂
防・道路等復旧事業と連携し、協議が整い次第順次、工事を発注し、
着手します。

・工事完了後に換地計画書の策定、権利者会議、換地処分登記等の
手続きを経て事業が完了します（工事完了から１~２年）

※（ ）内は
R3.３月末現在数値

河 川 地 区

赤谷川
赤谷川地区

【１工区】
【２工区】
【３工区】

【赤谷川下流域地区】
乙石川 【乙石川流域地区】
白木谷川 【白木谷川流域地区】

北 川
【北川・平川平榎地区】
北川道目木・梅ケ谷地区

【北川下流域地区】

黒 川 黒川地区

【真竹・黒松換地区】

【宮園・馬場・北小路換地区】

【疣目口・元ノ目換地区】

疣目川 【疣目川流域地区】

奈良ヶ谷川 奈良ヶ谷川流域地区
【上流工区】
【下流工区】

妙見川
妙見川上中流域地区

【上流工区】
中流工区

【妙見川流域第三地区】

桂 川
【桂川流域山後地区】
【桂川流域下須川・下比地区】
【桂川流域宮野・入地地区】



（６）林道の復旧

11

実施機関 箇 所 着手済 着手率 完了済 完了率

県（朝倉農林事務所）
１１

（１１）
１１

（１１）
１００％

（１００％）
１１

（１１）
１００％

（１００％）

朝倉市（農地等・林道
災害対策室）

４９
（４９）

４６
（４２）

９４％
（８６％）

３０
（２２）

６１%
（４５％）

（単位：箇所）

（５）ため池の復旧

〇県 ・規模が大きい７箇所（鎌塚（H29、R1）山の神、三反田、辰ヶ迫、上池田、

上須川）を代行で担当。全箇所工事完了

〇市 ・２９箇所のうち、２８箇所は工事完了。１箇所は工事中。

実施機関 箇 所 着手済 着手率 完了済 完了率

県（朝倉農林事務所）
７

（７）
７

（７）
１００％

（１００％）
７

（６）
１００%
（８６％）

朝倉市（農地等・林道
災害対策室）

２９
（２９）

２９
（２８）

１００％
（９７％）

２８
（２７）

９７％
（９３％）

（単位：箇所）

※箇所数については査定箇所数、廃工は除く

・実施状況：次の通り実施

〇県 ・１路線（高木線）を受託で担当（工事完了）。

〇市 ・３５路線のうち、１５路線は工事完了。５路線は工事中、１５路線は他事業調整中

【原形復旧】

【原形復旧】

〇国 ・上記以外の併用林道４路線については、全て工事完了。

・実施状況：次の通り実施

※箇所数については査定箇所数、廃工は除く

※（ ）内はR３.1月末現在数値

※（ ）内はR３.1月末現在数値

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在
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（単位：箇所）

（７）治山施設の整備

事 業 箇 所 着手済 着手率 完了済 完了率

災害関連緊急治山事業（県）
２５

（２５）
２５

（２５）
１００％

（１００％）
２５

（１９）
１００％
（７６％）

民有林直轄治山災害関連緊急事業（国）
２１

（２１）
２１

（２１）
１００％

（１００％）
２１

（２１）
１００％

（１００％）

国有林直轄治山災害関連緊急事業（国）
４

（４）
４

（４）
１００％

（１００％）
4

（4）
１００％

（１００％）

県（旧甘木市）と国（旧朝倉町、旧杷木町、国有林）で分担し治山施設の整備を実施。

〇国 ・１１１箇所で直轄治山事業を実施。７２箇所は工事完了、３９箇所は工事中。

〇県 ・５５箇所で治山事業を実施。４６箇所は工事完了。９箇所は工事中。

・実施状況：次の通り実施

事 業 箇 所 着手済 着手率 完了済 完了率

治山激甚災害対策特別緊急事業（県）
３８

（３８）
３０

（２１）
７９％

（５５％）
２１
（８）

５５％
（２１％）

民有林直轄治山事業（国）
１８６

（１８６）
８８

（４９）
４７％

（２６％）
４９
（９）

２６％
（５％）

国有林直轄治山事業（国） －
８

（６）
－

８
（５）

－

〇H３０年度以降に新たに対応した事業 （単位：箇所）

※（ ）内はR3.1月末現在数値

※（ ）内はR3.1月末現在数値

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在
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（８）河川の復旧（原形復旧）

実施機関 箇 所 着手済 着手率 完成 完成率

県（朝倉県土整備事務所）
５５

（５５）
５５

（５５）
１００％

（１００％）
５２

（４０）
９５％

（７３％）

市（公共土木施設災害対策室）
８２

（８２）
８２

（８２）
１００％

（１００％）
７８

（７１）
９５％

（８７％）

（単位：箇所）

・実施状況：次の通り実施

※箇所数については査定箇所数

〇国 ・原形復旧区間の赤谷川上流部、大山川は工事完了。両原形復旧区間ともに令和２年６月迄に完了。

〇県 ・全５５箇所で工事着手済み。そのうち、５２箇所は工事完了。

〇市 ・全８２箇所で工事着手済み。そのうち、７８箇所は工事完了

【原形復旧】

※（ ）内はR3.1月末現在数値

R4.1月末現在

R4.1月末現在
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（８）河川の復旧（改良復旧）

〇国 ・権限代行（全国初）により赤谷川、乙石川、大山川の改良復旧等を実施。

〇県 ・８河川（佐田川、疣目川、桂川、荷原川、新立川、妙見川、北川、白木谷川）で改良復旧を実施。うち、疣目川・佐田川の改良復旧区間は工事完了。

〇市 ・平川、奈良ヶ谷川（通堂川）で改良復旧を実施。

・実施状況：次の通り実施

【改良復旧】

R4.1月末現在

R4.1月末現在

実施機関 河川数 全体延長 着手済 着手率 完成 完成率

国（国土交通省） ３河川 16.9km 16.4km 97％ 12.5km 74％

県（朝倉県土整備事務所） ８河川 67.3km 64.5km 96％ 40.2km 60％

市（公共土木施設災害対策室） ２河川 7.8km 7.4km 95％ 5.0km 64％

R4.1月末現在
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（９）砂防施設の整備

・実施状況：次の通り実施

実施機関 箇 所 着手済 着手率 完成 完成率

県（朝倉県土整備事務所）
１２

（１２）
１２

（１２）
１００％

（１００％）
１１

（１０）
９２％

（８３％）

（単位：箇所）【原形復旧】

〇国 ・赤谷川流域３１渓流で直轄砂防事業（砂防堰堤等）を計画。
・３１渓流で砂防堰堤本体工事中（発注手続中含む）。その他の渓流については用地協議及び設計等実施中。

〇県 ・３４箇所で砂防事業（砂防堰堤等）を計画。３３箇所で工事着手しており、そのうち１１箇所で砂防堰堤工事完了。
・９地区で急傾斜地崩壊対策事業（法面工）を実施。全地区で工事完了。
・３地区で地すべり対策事業を実施。全地区で工事完了。
・寒水川で砂防流路の改良を計画。工事実施中。

【改良復旧】

※（ ）内はR3.1月末現在数値

R4.1月末現在
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（１０）道路の復旧

〇県 ・１１路線のうち９路線は工事完了。２路線は工事中。

〇市 ・ 施工可能な路線を順次実施。

実施機関 箇 所 着手済 着手率 完成 完成率

県（朝倉県土整備事務所）
８０

（８０）
８０

（８０）
１００％

（１００％）
７８

（６８）
９８％

（８５％）

市（公共土木施設災害対策室）
２６０

（２６０）
２５４

（２３４）
９８％

（９０％）
２２８

（１８７）
８８％

（７２％）

（単位：箇所）

・実施状況：次の通り実施

【原形復旧】

【改良復旧】

実施機関 路線数 実施状況

県（朝倉県土整備事務所） ２路線 県道甘木吉井線および安谷赤谷線の改良復旧区間で工事完了

※（ ）内はR3.1月末現在数値

R4.1月末現在

R4.1月末現在

R4.1月末現在
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（１１）被災宅地嵩上げ事業

・事業内容：堆積土砂による被災宅地及び公共施設の一体的な嵩上復旧を行い、すまいの現地再建及び生活環境の向上、安全性の向上し

たまちづくりを実現するもの。

旧市道

（市道等）

H W L
計画高水位 管理用道

路

【宅地嵩上げ事業イメージ図】

予定戸数 予定面積

寒水川流域（久喜宮） 23戸 21,100m2

乙石川流域（松末） 29戸 12,900m2

北川流域（志波） 8戸 3,900m2

計 60戸 37,000m2



平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

①復旧期

②再生期

③発展期
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（１２）朝倉市復興実施計画の策定

・策定趣旨： 平成29年7月九州北部豪雨災害からの復旧の理念を定めるとともに、今後取り組むべき復旧・復興の基本施策を体系的にま

とめた復興の指針として「朝倉市復興計画」を策定しました。

R２年度からは「再生期」として、「復旧期」から引き続き復旧を進めるとともに、被災前の活力を回復し、地域の価値を高め

ていく期間となります。

各地域が抱える課題を整理し、小学校跡地活用や被災宅地嵩上げ事業などを具体化するための「復興実施計画」をR3年度に

策定しました。

・計画概要：
計画予定期間 復興計画の「再生期」「発展期」のうち必要な期間 概ねR3～R8

主な検討項目
・復興計画に基づく復興に向けた地域課題の整理
・被災地域の課題解決・復興に向けた事業の検討・具体化

復興に向けた具体施策

・小学校跡地活用（松末小、杷木小、久喜宮小、志波小）
・住宅施策（宅地分譲、住宅建設、被災宅地嵩上げ）
・被災地域交流活動支援事業
・災害伝承広場 など


